
【提出先・問合せ先】

  〒021-8501 一関市竹山町７-２

  一関市まちづくり推進部交流推進課 

  電話 ０１９１－２１－８８７２（直通）

入会登録料のうち 

5,000 円を 

上限として補助【助成対象者】

主に次の要件をすべて満たしている方 

① 一関市に住所を有する i－サポ又はみやマリの会員。 

  ② 令和６年４月１日以後に i－サポ又はみやマリに入会した者 

   ③ 一関市暴力団排除条例（平成 27年一関市条例第 38 号）第２条第３号に規定する 

暴力団員に該当しない者 

 ④ 市税を滞納していない者 

【申請方法】

i－サポ又はみやマリの入会登録日から３か月以内に次の書類を提出してください。 

  ① 申請書兼請求書（様式第１号） 

  ② 暴力団排除に関する誓約書（様式第２号） 

 ③ i－サポの入会登録料領収書の写し 

詳しい入会登録要件は、ご自身でご確認ください 

※ 各センターとも入会要件や入会方法が異なります。 

入会を希望する方は、ご自身でご確認をお願いします 

ｉ-サポ  みやマリ一関市ＨＰ  


